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 次に掲げる条例をここに公布する。 

 佐賀県職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 

 佐賀県手数料条例の一部を改正する条例 

 地方活力向上地域における県税の不均一課税に関する条例の一部を改正する条例 

 佐賀県発電用施設周辺地域企業立地資金貸付基金条例及び佐賀県農村地域工業等導入対策審議会条例の一部を改正する条例 

 国営土地改良事業負担金条例の一部を改正する条例 

 佐賀県営住宅条例の一部を改正する条例 

  平成 29 年 10 月５日 

                                           佐賀県知事  山  口  祥  義    


